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生活衛生指導事業（相談指導等事業）として、県補助金交付要綱に基づき、相談指導の実施体制の充実を図るととも
に、株式会社日本政策金融公庫による貸付体制の効果的な活用を促進し、また、生活衛生関係営業が社会的要請
に応じる対策として、地域福祉の増進を推進することにより公衆衛生の維持向上と業界の振興、経営の安定化を図る。

生活衛生指導事業（情報化整備事業）として、県補助金交付要綱に基づき、生活衛生関係営業に関する情報収集、
分析、情報発信及び指導体制の効率化を推進する。

調査・研修事業として、（公財）全国生活衛生営業指導センターからの受託事業として、生活衛生関係営業に係る景
気動向等調査及び法令に基づくクリーニング師研修等を継続実施する。

標準営業約款登録事業として、（公財）全国生活衛生営業指導センターが厚生労働大臣の認可を受けて定めた標準
営業約款に係る登録事務を継続実施するとともに、同制度の普及・啓発活動を行う。

生活衛生関係営業振興事業として、県補助金交付要綱に基づき、生活衛生関係営業の経営の健全化を通じて衛生
水準の維持向上、消費者サービスの向上及び需要の開拓等を推進することにより、地域における生活衛生関係営業
の活力ある発展と進行を図る。

見直し年月日 2025 7 9

中　期　経　営　計　画　書

策定年月日 2023 12 26
法　 人 　名：

公益財団法人青森県生活衛生営業指導セン
ター

その他公益目的を達成するために必要な事業を行う。

　法人の設立目的

　生活衛生関係営業の適正化及び振興に関する法律（昭和３２年法律第164号。以下「生衛法」という。）に基づき、青森
県における生活衛生関係営業（生衛法第２条第１項各号に掲げる営業をいう。以下同じ。）について、経営の健全化及び
振興を通じてその衛生水準の維持向上を図り、あわせて利用者又は消費者の利益の擁護を図ることを目的とする。

　中期経営計画における基本方針と目標

　法人の経営目標

生活衛生関係営業に関する情報又は資料を収集し、及び提供する。 
生活衛生関係営業の振興のための事業を行う。

　生活衛生関係営業の多くは経営基盤が脆弱な中小零細企業であり、ともすれば大企業の進出や業者間の過当競争に
よって経営が不安定に陥り、ひいては適切な衛生水準の維持向上が阻害される傾向にある。このような状況から生活衛生
関係営業の健全な経営の確保を図り、これにより公衆衛生の維持増進を期するため、厚生労働省は昭和３２年に制定さ
れた生衛法に基づき、生活衛生同業組合及び生活衛生同業組合連合会の設立促進に努め、これらの組合を通じて営業
者の自主的活動の促進を図ってきたが、昭和５０年代に入り生活衛生関係営業を取巻く経営環境は営業施設の増加によ
る過当競争や大企業の進出による事業分野の紛争が生じるなどますます厳しく、このような諸情勢に対応し生活衛生関係
営業の振興及び経営の安定を図るため、昭和５４年「生衛法」の改正により都道府県生活衛生営業指導センターの設立
が法制化され、昭和５８年に(財)青森県生活衛生営業指導センターが設立された。以上の経緯及び法の趣旨を踏まえて
事業を計画し、適正かつ確実に実施する。

生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上並びに経営の健全化について相談に応じ、又は指導を
行う。

生活衛生関係営業に関する利用者若しくは消費者の苦情を処理し、又は当該苦情に関し営業者及び生活衛生同業
組合を指導する。

標準営業約款に関し営業者の登録を行う。 
生活衛生関係営業に関する講習会、講演会若しくは展示会を開催し、又はこれらの開催のあっせんを行う。 
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　①　 相談指導事業の実施

：

％ ％ ％ ％ ％

　②　 情報化整備事業

：

％ ％ ％ ％ ％

　③ 調査・研修事業

：

％ ％ ％ ％ ％

法人名 公益財団法人青森県生活衛生営業指導センター

2024年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

従前の施設整備や衛生の相談だけでなく、物価高騰やデジ
タル化などの時流に合わせた相談にも対応することで目標
値を上回る相談数を達成できている。

1,739

2025年度 2026年度 2027年度 2028年度(最終年度)

　目標達成に向けた具体的な取組と取組指標

2024年度

【取組内容など】

　生活衛生関係営業施設の整備、経営、税務及び衛生等に関する相談指導事
業を実施した。相談者からは、経営上の参考になった、これからもお願いしたい
等の意見、感想があり、今後とも引き続き事業を継続実施することとする。
　2024年度においては、物価高騰に係る支援金、給付金などの相談、デジタル
化推進に関する相談が多かったことから目標値を上回った。

2024年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点

進捗率

実績値

目標値
　

国要領に定める生活衛生関係営業の衛生水準の維持向上、経営の安定化を図ることを目的として、事務所内相談室及び地
区相談室の開設を行うほか、巡回相談指導を実施する。

県補助金（国１／２）交付要綱に基づき計画している相談指導件数を目標値とする。

【指標（目標値）】 相談指導件数

【指標（目標値）】
県補助金（国１／２）交付要綱に基づき計画しているホームページアクセス件数を目標値とする。

10,000 22,000 22,000 22,000目標値 22,000

【取組内容など】

1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

124.21 0.00 0.00 0.00 0.00

国要領に定める生活衛生関係営業の経営の安定化、衛生水準の維持向上、業界振興を図ることを目的として、生衛業情報
ネットワークシステム及びホームページの維持管理を行う。

ホームページアクセス件数

　 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度(最終年度)

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

4 4 4

4

実績値 20,301

進捗率 203.01

進捗率

実績値

2024年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 2024年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

　委託契約に基づき調査を確実に実施し、厚生労働省が生活衛生関係営業振
興施策を検討する基礎資料として、また、生活衛生関係営業の景気動向、設
備投資動向等を定期的に把握し日本政策金融公庫が生活衛生関係営業に係
る業務運営に資することに貢献した。調査結果については、冊子として関係者
に提供したほかホームページに公開されており、今後とも引き続き委託先の方
針に基づき確実に継続実施することとする。

委託契約に基づいた調査を実施しており、目標を達成してい
る。

0.00

2024年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 2024年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

　ホームページを随時更新し、生衛業者及び利用者・消費者に情報提供を
行った。生衛業者の方からの窓口相談は経路としてホームページの場合が多く
あることから、当指導センターのホームページアドレスを記載した資料を巡回指
導の際に、また、研修会及び講習会において受講者に配付することなどにより
広報を行ってきており、今後とも引き続き適時適切に継続実施することとする。
　2024年度については、エネルギー、物価高騰対策に関する支援制度等につ
いて掲載したところ、結果としてアクセス件数が目標値を大幅に上回り、あわせ
て窓口相談等が多い状況となっている。

ホームページを随時更新しているほか、ホームページの内
容に生活衛生事業者の関心が高まっている物価対策を加え
ることで、アクセス件数の増加だけでなく、実際の相談にも繋
げている。

　

厚生労働省及び日本政策金融公庫の調査要領に基づく調査（回数）を確実に実施することを目標とする。

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度(最終年度)

【取組内容など】
厚生労働省が生活衛生関係営業の振興施策を検討する基礎資料として、また、生活衛生関係営業の景気動向、設備投資動
向等を定期的に把握し日本政策金融公庫が生活衛生関係営業に係る業務運営に資するためのアンケート調査を実施する。

【指標（目標値）】 調査回数

100.00

目標値 4 4



　④ クリーニング師研修等事業

：

％ ％ ％ ％ ％

　⑤ 標準営業約款登録事業

：

％ ％ ％ ％ ％

　⑥ 生活衛生関係営業振興事業

：

％ ％ ％ ％ ％進捗率 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 2024年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

　生活衛生同業組合と連携し、振興・活性化促進事業、後継者育成事業及び
地域福祉増進事業の３事業を確実に実施し、生活衛生関係営業の経営に対す
る県民の理解を深め、また、生活衛生関係営業の振興を図った。
　2024年度は、上記事業の他にHACCP推進事業、レジオネラ対策事業、生衛
業のデジタル化を推進するための事業として講習会やセミナーを開催した。

補助金を活用し、それぞれの組合の特色を活かした事業が
実施できている。
一方で、取組内容が固定化しているものや効果が一過性と
思われるものもあることから、これまで取組を踏まえた新たな
取組を検討してほしい。

目標値 3 3 3 3 3

実績値 3

【取組内容など】
県補助金交付要綱に基づき、生活衛生関係営業の振興を図り、もって地域の活性化に資するため、生活衛生同業組合と連携
し、振興・活性化促進事業、後継者育成事業及び地域福祉増進事業を実施する。

【指標（目標値）】 ３事業の確実な実施
県補助金交付要綱に基づく３事業の確実な実施を目標値とする。

　 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度(最終年度)

進捗率 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 2024年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

　厚生労働大臣が指定する５業種に属する営業を営む者から標準営業約款に
従って営業を行おうとする旨の申出があった者について審査・登録事務を確実
に実施した。また、制度の周知広報を行うことを目的として、ポスター等を生衛
組合、標準営業約款登録店、青森県担当課、県内市町村担当課及び県（市）
保健所等に送付し、本制度の普及及びリーフレットの配布について支援協力依
頼を行った。今後とも引き続き継続実施することとする。

所管省庁の方針に則り、確実に登録事務業務がなされてい
る。
また、制度の広報を関係機関とも協力しており、今後も継続
が望まれる。

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

【取組内容など】
標準営業約款制度は、法令に基づき、消費者利益擁護の観点から、消費者の店舗選択の利便を図ることを目的として創設された制度であり、生活衛生関
係営業の業種ごとに営業方法等に関し、役務等の内容及び施設設備の表示の適正化並びに損害賠償実施の確保の各事項について定めた約款に従って
営業を行おうとする営業者の登録を行うものである。

【指標（目標値）】 登録事務の確実な実施
法令に基づく登録事務を確実に実施することを目標値とする。

　 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度(最終年度)

進捗率 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2024年度の達成状況に係る法人自己分析・改善点 2024年度の達成状況に係る所管課分析・改善点

　クリーニング業法に基づき県知事が指定するクリーニング師研修及びクリーニ
ング業務従事者講習について、（公財）全国生活衛生営業指導センターからの
受託事業として確実に実施し、クリーニング師の資質の向上及びクリーニング業
務従事者の資質の向上、知識の習得及び技能の向上に貢献した。今後とも引
き続き法令に基づき確実に継続実施することとする。
　2024年度は、むつ会場においては受講の申込みがなかったので中止とした
が、実施計画どおり第1型（会場開催）及び第２型（通信）により開催した。

研修等の実施についてはこれまで蓄積されたノウハウが蓄積
され確実に開催できていることから、今後は受講者数の増加
に繋がる方策を検討してほしい。

目標値 1 1 1 1 1

実績値 1

【取組内容など】
青森県知事の指定を受け、（公財）全国生活衛生営業指導センターからの受託事業として法令に基づくクリーニング師研修及
び業務従事者講習を実施する。

【指標（目標値）】 研修事業の確実な実施
法令に基づくクリーニング師研修及び業務従事者講習を確実に実施することを目標とする。

　 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度(最終年度)
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（単位：人　/　上段：計画、下段：実績）

法人名 公益財団法人青森県生活衛生営業指導センター

0 0 0 0 0

0

13 0

13

1
4 4 4 4 4

13 13 13 13
0 0 0

0 0
0 0 0 0 0

　　　　臨時職員⑤

小計④
0 0 0 0 0

非
常
勤
職
員

県職員OB

その他の職員

非
常
勤
役
員

県・市町村関係

民間からの役員

小計②
3 0 0 0

民間からの職員

プロパー職員

常
勤
職
員

県派遣職員

県職員OB
2 2 2 2

13 13 13 13
13

小計③
13

小計①
0 0 0

プロパー職員

民間からの役員

　定数管理（役・職員数）

項　　　目

常
勤
役
員

県派遣職員

県職員OB

2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度

2
2

2 2 2 2 2

　2024年度については、4月に採用された職員が7月に退
職され年度末まで1名減の状況が続いたが、国の関係法令
及び県補助金交付要綱（国１／２）に基づき、今後も事業の
確実な実施を行うために必要かつ適正な定数管理運営を
継続することとする。

2024年度の実績に係る法人自己分析・改善点

17
0

　　　　合計（①～⑤）
16
17 17

0
17
0

17
0

2024年度の実績に係る所管課分析・改善点

限られた予算の中で業務を確実に実施できる人員が
配置されている。

計画の基本的考え方
県補助金交付要綱に基づき、これまでどおり、役員は非常勤とし、また、職員については、常勤４名とする。実
施する業務が青森県衛生行政、商工労働行政に密接に関係することから、衛生行政、商工労働行政に関す
る知識・経験を有する県ＯＢ職員を配置する。
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※一般社団法人、公益社団・財団法人用 （単位：千円 / 上段：計画、下段：実績）

経
常
費
用

0

22,789 0 0 0 0

18 0 0 0 0

法人名 公益財団法人青森県生活衛生営業指導センター

　経営状況（収支計画）

項　　　　　目 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度

受 取 補 助 金
21,801

2028年度

一
般
正
味
財
産
増
減
の
部

経
常
増
減
の
部

経
常
収
益

基 本 財 産 運 用 益
1 1 1 1 1

事業に係る主な財源は、賛助会費、県からの受取補助金及び（公財）全国生活衛生営業指導センター受託金であり、基本的に大きな
変動はないことを踏まえ、収益と費用のバランスを図りながら事業を実施することとし計画する。

計画の基本的考え方

0

250
受 取 会 費

250 250 250 250 250

18,948
21,801 21,801 21,801 21,801

事 業 収 益
2,482 2,482 2,482 2,482 2,482
2,180

雑 収 益
1,946 1,946 1,946 1,946 1,946
1,429

計　　
26,480 26,480 26,480 26,480 26,480

000022,807

　管理費
17,051 17,051 17,051 17,051 17,051
14,329

　事業費

952 952 952 952 952

8,477 8,477 8,477 8,477 8,477
7,178

0
　（うち減価償却費）

　（うち人件費）

　その他

計　　
26,480 26,480 26,480 26,480 26,480

17,051 17,051 17,051 17,051 17,051

0 0 0 0
14,329

1,282

0

当期経常増減額　　
0 0 0 0 0

経
常
外
増
減
の
部

経
常
外
収
益

　
0 0 0 0 0

経
常
外
費
用

0 0 0 0 0

当期経常外増減額　　
0 0 0 0 0

当期一般正味財産増減額　　
0 0 0 0 0

18 0 0 0 0

000 0

一般正味財産期首残高　　
5,448 5,448 5,448 5,448 5,448
5,462

一般正味財産期末残高　　
5,448 5,448 5,448 5,448 5,448
5,480 0 0 0 0

指
定
正
味
財
産
増
減
の
部

　受取寄付金
0 0 0 0 0

　一般正味財産への振替額
0 0 0 0 0

　当期指定正味財産増減額
0 0 0 0 0

　指定正味財産期首残高
5,160 5,160 5,160 5,160 5,160
5,160

　指定正味財産期末残高
5,160 5,160 5,160 5,160 5,160
5,160

正味財産期末残高　　
10,608 10,608 10,608 10,608 10,608
10,640 0 0 0 0



％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％

（単位：千円/上段：計画、下段：実績）

％ ％ ％ ％ ％

％ ％ ％ ％ ％
計画達成率

（年度元金償還額）

（年度末借入残高）

2024年度の実績に係る法人自己分析・改善点 2024年度の実績に係る所管課分析・改善点

　事業に係る経常収益の約８割が青森県の単年度補助金であり、
長期借入を行わずに事業を実施することとしており、2024年度につ
いても方針どおり借入せずに運営している。

運営の財源である国の受託事業や県の補助金が単年度である
ことを念頭に置いた上で、借入に頼らない運営が実施されており
適当である。

0 0 0

※計画達成率（計算式）　＝　実績値 ÷ 計画値 × 100

計画の基本的考え方

当該年度元金償還額
0

2024年度の実績に係る所管課分析・改善点

運営の財源である国の受託事業や県の補助金が単年度である
ことを念頭に置いた上で、借入に頼らない運営が実施されており
適当である。

0

2026年度 2027年度 2028年度2024年度 2025年度

0

0 0 0 0 0
当該年度末借入残高

0

0 0 0 0 0

当該年度借入額（新規）
0 0 0 0

0

計画との
乖離状況

（正味財産期末残高）

（当期一般正味財産増減額）

※計画との乖離状況（計算式）　＝　|（計画値-実績値）| ÷ ｜計画値｜ × 100

0
前年度借入残高

0 0 0 0

0

0 0 0

0.3

0 0 0 0 0

0 0

　事業に係る主な財源は、賛助会費、県からの受取補助金及び
（公財）全国生活衛生営業指導センター受託金等であり基本的に
大きな変動はないことを踏まえ、収益と費用のバランスを図りながら
適切に事業を実施した。なお、2024年度については、4月に採用さ
れた職員が7月に退職され年度末まで1名減の状況が続いたことに
より、受取補助金が減額となりそれに伴う人件費も減額となった。

2024年度の実績に係る法人自己分析・改善点

経常収益の８割以上が青森県の単年度補助金であり、長期借入を行わない。

0 0 0 0 0

100 100 100 100

長期借入金償還計画

項　　　　　目



中　期　経　営　計　画　書

　

法人名 公益財団法人青森県生活衛生営業指導センター

　中期経営計画に対する所管課の意見

　所管課の方針

　公益財団法人青森県生活衛生営業指導センター（以下「センター」とい
う。）は、生衛法に基づき設立された法人であり、当該基本方針は法の目的
に即しており適当であると考えられる。

　センターが行う事業は生衛法に定められており、また事業費の大部分は国
及び県からの補助金で賄われている。
　当該具体的取組・指標に係る計画については、生衛法の規定及び補助金
の目的に即しており適当であると考えられる。

　人件費を含めセンターの事業の大部分は国及び県からの補助金で賄わ
れており、当該定数管理計画については、センターが行う事業の内容及び
規模に照らし合わせ、適当であると考えられる。

　人件費を含めセンターの事業の大部分は国及び県からの補助金で賄わ
れており、当該収支計画については、センターが行う事業の内容及び規模
に照らし合わせ、適当であると考えられる。

　定数管理について

　目標設定について

　基本方針について

　各種相談事業やホームページのアクセス数の実績が大幅に増えており、
評価に値する。
　利用者のニーズに合致した結果であると考えられることから、今後とも、利
用者の立場に寄り添った内容の相談事業や効果的な情報発信に努めても
らいたい。

　生衛法に基づき、今後もこれまでと同様に、必要な助成をしていく予定で
ある。

　2024年度の実績に係る所管課意見等

　改善すべき点等

　収支計画等について

　今後の県としての
関与について


